
ハラスメントをなくして、
育児をしながら働き続けられる
最高裁の判断を！

 日 時 ▶▶▶ ７月1６日　（木）　18：30～20：30

 会 場 ▶▶▶ 東京都南部労政会館　第５・６集会室
                         東京都品川区大崎1-1１-１ ゲートシティ大崎　ウエストタワー2階

                         大崎駅から徒歩５分　

主催：妊娠・育児によるハラスメントをなくす会	
　　　 	ジャパンビジネスラボ事件原告弁護団	
後援：日本労働弁護団	

03(6907)2020  info@w-union.org 

お問い合わせ・取材依頼	

正社員の地位を求めて闘ってきた「マタハラ」裁判の高裁判決は、正社
員の地位を認めないばかりか、会社の「マタハラ」姿勢を厳しく非難し

た地裁判決さえ覆すものでした。原告の録音行為などを理由とした雇止

めを認めただけでなく、提訴記者会見の発言内容を名誉棄損とし、原告

が会社に55万円の損害賠償を支払えという、働く者の権利を蔑ろにする
ひどい判決でした。	

この判決は、育児中の当事者のみならず、働く者全てが声をあげること

を妨げるものです。しかも、国民が知る権利であるメディア報道の在り
方にも重大な悪影響を与える内容であり、このまま確定させてはなりま

せん。	

最高裁に向けて公正な判決を求める声を大きくしていきましょう！！	

 	
＜集会内容＞	
●上告のポイント		-	本訴訟が最高裁で目指すもの	-	
●ゲスト　浅倉むつ子先生（法学者）他	
●ハラスメントと闘う当事者の発言など	

＊新型コロナウイルスの感染拡大防止に配慮しまして、人数確認のため「事前申し込み」をお願いしております。

【申込先】 「妊娠・育児によるハラスメントをなくす会」ホームページ 参加申し込みフォーム	

https://no-more-maternity-harassment.jimdosite.com 
もしくは、下記、女性ユニオン東京まで	

	



被害者バッシングは	
何も生まない。	
何も変えられない。	

	

真実とかけ離れた高裁判決	
A子さんは「契約社員は、本人が希望する場合は正社員

への契約再変更が前提です」（原文ママ）という制度説明

書を信じ、週３日勤務（契約社員）となりました。新しい社

長が作ったこの契約社員制度は、「育休明けの従業員の

み」が利用できる育児と仕事の両立支援を目的とした制

度であると説明されました。しかし、子どもを預ける保育

園も見つかり、A子さんが週5日働ける環境が整っても、

正社員に戻すのは「いつになるかわからない」と言われ、

メイン業務を外され、さらには契約期間満了だからと職場

を追い出されました。	

　裁判となり、地裁では雇止めは無効との判決が出ました。

ところが、11月28日に出された高裁判決では逆転敗訴。A

子さんが自分の都合ばかりを主張するひどい社員であっ

たかのように印象操作された内容でした。	

	

　 実際には、A子さんは妊娠中に実家の近くに引越しを済

ませ、平日夜は22時まで勤務が可能で、子どもが発熱し

たら両親が保育園にお迎えに行き、土日も働ける状況で

した。実際、育休復帰後のおよそ1年間、週3日勤務なが

らも、A子さんは平日22時まで働き、土日に出勤していま

したが、高裁判決では、保育体制の確立について、「不十

分である」「（保育園が見つかったというA子さんの証言は）

疑わしい」と、会社の言い分だけが認定されています。	

↑ 育休中に会社を訪問。当時の上司とふれあうA子さんの娘。 
このころは、会社から訴えられることになるとは思いもよらなかった。 

　寄付・カンパはこちらへ ! 

https://no-more-maternity-harassment.jimdosite.com/ 

         育児をしながら  働き続けられる社会に!!

妊娠・育児によるハラスメントをなくす会　　

正社員6年　　　	 契約社員1年	 雇い止め！	産休・育休	

会社：育休を取った人専用の	
契約社員制度を新しく作ったの。	

契約社員は正社員に戻る前提よ。	

妊娠・育児によるハラスメントをなくす会	
郵便振替口座　００１４０－０－７６７８５６　  
	

ハラスメントは、被害者に落ち度があったことにすれ

ば簡単に片付けられます。自業自得としてうやむや

にできるのです。しかし、それでは問題は解決しませ

んし、同じことが繰り返されます。	

　 両立支援を標榜しつつ、実際には復帰を拒むこと

ができる、このような巧妙な手口が許されてしまえば、

育休後の正社員復帰は、会社の判断次第となり、

様々な理由を後からつけられて、正社員としての職

場復帰が拒まれる母親や父親が多く出てしまいます。	

　 高裁の阿部潤裁判長は、第１回期日にて「クール

ヘッドに」と述べました。“cool head but warm heart 

”（冷静な頭脳と温かい心）―ある経済学者がロンド

ンの貧民の状況に触れ、そのような人のためにこそ、

経済学を深めようと決意したときの言葉だと言われ

ています。しかし、この高裁判決は、冷静な事実認定

がされたとは思えませんし、個人攻撃にあふれ、温

かい心があったとも思えません。 高裁では、より良

い社会に導ける判決が出されることを願っています。　　　　　　　　	

ジャパンビジネスラボ事件とは…

A子さんは育休後、「契約社員は正社員復帰が

前提」という会社の言葉を信じ、正社員から契

約社員に。組合に加入し、正社員復帰を求め続

ける中、会社側が裁判を起こす。地裁では地位

確認（雇止め無効）と損害賠償が認められる勝

訴。高裁にて敗訴。最高裁は第三小法廷に係属

することになった。


